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次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(2) 新潟県部制条例及び新潟県教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例の一部

を改正する条例 

(3) 県から市町村への事務の移譲に伴う関係条例の整備に関する条例 

(4) 新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター条例の一部を改正する条例 

(5) 新潟県防災基本条例 

(6) 新潟県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 

(7) 新潟県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律関係手数料条例を廃止する条例 

(8) 新潟県工業用水道条例の一部を改正する条例 

(9) 新潟県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

(10) 新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部を改正する条例 

令和３年12月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 


